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佐野市農業委員会総会議事録 
 
１．開催日時  平成２９年４月２６日（水）午後１時３０分から午後２時５７分まで 
 
２．開催場所  田沼中央公民館 ３階展示室 
 
３．出席委員 （２６人） 
   会長        ２７番  杉山 忠 
   委員         １番  森下憲一 
   委員         ２番  新井藤市 
   委員         ３番  亀田文昭 
   委員         ４番  小林秀秋 
   委員         ５番  福田フミヱ 
   委員         ６番  志賀喜一 

委員         ７番  木村弘一 
委員         ８番  松本信行 

   委員         ９番  藤倉義雄 
   委員        １０番  島田一男 
   委員        １１番  丸山 勤 
   委員        １２番  岩上良雄 

委員        １３番  島田正実 
委員        １４番  澁江修身 

   委員        １５番  尾花 收 
   委員        １６番  桂 正次 
   委員        １７番  樋下田政義 
   委員        １８番  新井 勉 
   委員        １９番  小堀幸雄 
   委員        ２０番  飯島誠治 
   委員        ２１番  田中 茂 
   委員        ２２番  京谷博次 

委員        ２３番  兵藤 勇 
委員        ２５番  立川勝美 

   委員        ２６番  高橋 功 
    
４．欠席委員 （１人） 
   委員        ２４番  大関千代子 
  



 
５．議事日程 

 日程第１ 会期の決定について 
  日程第２ 議事録署名委員の指名について 
  日程第３ 会議書記の指名について 
  日程第４ 報告第１号、報告第２号について 
     報告第１号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について 
     報告第２号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 
  日程第５ 議案第１号から議案第６号について 
     議題第１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 
     議題第２号  農地法第４条第１項の規定による許可処分の取消しについて 
     議題第３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
     議題第４号  非農地証明願について 
     議題第５号  佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について 
     議題第６号  佐野市農用地利用集積計画の決定について 
 
６．農業委員会事務局職員 
   事務局長    土澤正道 
     参事    向田一夫 
  農地調整係 係長 金子裕美 
        主査 飯塚康夫 
        主査 谷 昌幸 
        主事 桑子豪敏 
       主事補 上野川拓朗 
 
 
７．会議の概要 
事務局長 
 
 
議 長 
 
 
事務局長 
 
 
 
 

ただいまから、平成２９年第４回佐野市農業委員会総会を始めさせて

いただきます。 
 
開会に先立ち、事務局長をして本日の出席委員数の報告をさせます。事

務局長、お願いします。 
 
はい、事務局長、ご報告申し上げます。ただいまの出席委員は、２６名

でございます。なお、佐野市農業委員会総会規則第４条による届出のあっ

た欠席委員は、議席番号２４番 大関千代子委員の１名でございます。以

上でございます。 
 



議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 

ただいま、事務局長の報告のとおり、出席委員数は２６名であります。

したがって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 
ただいまから、平成２９年第４回佐野市農業委員会総会を開会いたし

ます。 
これより、議事日程に入ります。 

 
日程第１、「会期の決定について」でございますが、本日１日としたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 
 
   （なしの声） 

 
異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。 

 
次に、日程第２、「議事録署名委員の指名について」でありますが、総

会規則第１９条第２項の規定により、議席番号６番 志賀喜一委員、議席

番号２０番 飯島誠治委員のご両名を指名いたします。ご了承願います。 
 
次に、日程第３、「会議書記の指名」を行います。本日の会議書記には、

農業委員会事務局職員の飯塚康夫主査、上野川拓朗主事補を指名いたし

ます。ご了承願います。 
 
次に、日程第４に入ります。報告の案件は、報告第１号、報告第２号で

あります。 
 
はじめに、報告第１号「農地法第４条第１項第７号の規定による農地転

用届出について」事務局より報告をさせます。 
 
報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついて、このことについて、佐野市農業委員会事務局事務専決規程第２条

第７号の規定により、次のとおり専決処分したので、同規程第３条の規定

により報告します。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 

 
（報告第１号 朗読し報告） 

 
事務局の報告が終わりました。報告第１号は、事務局の報告のとおりで

あります。ご了承願います。 
 



 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、報告第２号「農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届

出について」事務局より報告をさせます。 
 
報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に

ついて、このことについて、佐野市農業委員会事務局事務専決規程第２条

第７号の規定により、次のとおり専決処分したので、同規程第３条の規定

により報告します。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 

 
（報告第２号 朗読し報告） 

 
事務局の報告が終わりました。報告第２号は、事務局の報告のとおりで

あります。ご了承願います。 
 
次に、日程第５に入ります。本日、ご審議をいただく案件は、議案第１

号から議案第６号まででありましたが、日程第５に議案第７号「農地法第

３条第１項の規定による許可申請について」を追加し、本日の議題とした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 
   （なしの声） 
 
ご異議なしと認めます。よって、日程第５に議案第７号を追加し、議題

とすることに決定いたしました。 
 
議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議

題といたします。事務局をして議案第１号の説明をさせます。 
 
議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 
 

（議案第１号 朗読し説明） 
 
続きまして、現地調査の結果を報告いたします。お手元の現地調査・検

討結果報告書をご覧ください。 
３条４５３番 契約内容は売買による所有権の移転。対価は○○円で

す。申請地までの距離は１２．２㎞、所要時間は２５分です。大農機具の

所有状況は、コンバイン１台、トラクター、軽トラック、乾燥機各３台を



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
２５番 
立川委員 

所有しております。農作業従事人数は２人、従事日数は２４０日です。検

討事項７項目につきましては、５番につきまして、許可後の耕作面積が下

限面積に達しますので、該当いたしません。また、７番につきましては、

現地調査を地区担当の委員にお願いいたしまして、結果「問題なし」との

ことですので、こちらも該当しません。その他５項目につきましては、審

査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思

われます。 
３条４５４番 契約内容は売買による所有権の移転です。対価は４筆

で○○円です。申請地までの距離は１㎞、所要時間は５分です。大農機具

の所有状況は、トラクター、コンバイン、田植機を各１台所有しておりま

す。農作業従事人数は２人、従事日数は３００日です。検討事項７項目に

つきましては、５番につきまして、許可後の耕作面積が下限面積に達しま

すので、該当しません。また、７番につきましては、現地調査を地区担当

の委員にお願いしまて、結果「問題なし」とのことですので、こちらも該

当しません。その他５項目につきましては、審査の結果、すべて該当いた

しませんので、総合意見としては許可相当と思われます。 
次の案件につきましては、営農型の太陽光パネルを設置するため、パネ

ルを設置する部分に区分地上権を設定するものです。こちらの案件は５

条５０１番と関連します。 
３条４５５番 契約内容は区分地上権の設定３年です。区分地上権と

は、地下又は空間に上下の範囲を定め、工作物を所有するために設定する

権利をいうものです。区分地上権等の設定等の許可基準は、中ほどの「区

分地上権等の設定等の許可基準」にある２つの項目を満たす必要があり

ます。まず、「１ その権利の設定又は移転に係る農地等及びその周辺の

農地等に係る営農条件に支障を生ずるおそれがない」こと。こちらは、事

務局で現地を確認させていただいておりまして、特に問題はございませ

んでした。次に、「２ その権利の設定又は移転に係る農地等をその権利

の設定又は移転に係る目的に供する行為の妨げとなる権利を有する者の

同意を得ている」こと、これは、申請地の耕作者の同意を得る必要がある

ということですが、耕作者の同意を得ています。以上２項目について許可

基準を満たしていることから、許可相当と思われます。説明は以上でござ

います。 
 
事務局の説明が終わりました。これより議案第１号について質疑に入

ります。質疑はございませんか。 
 
太陽光パネルについて質問です。ミョウガを作って３年に一度見直し

をすると聞きましたが、ミョウガは水分の多い土地では根腐れを起こし



 
 
 
議 長 
 
事務局 
 
 
 
 
２５番 
立川委員 
 
事務局 
 
２５番 
立川委員 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 

やすいので、条件が不適に思えます。収穫量は少ないと考えられますが、

３年後はどのように見直すのでしょうか。 
 
事務局、どうぞ。 
 
３年後のミョウガの営農計画を耕作者には提出をしていただいており

まして、この作付けが一定の量を下回ると、農地所有適格法人という法人

として営農する資格が無くなってしまいます。この資格を３年ごとにミ

ョウガの作付け量で判断をするという形になります。 
 
３年後に生産性が悪かった場合、ソーラーパネルはどうなりますか。 
 
 
撤去するという内容の契約になっております。 
 
それなら結構です。 
 
 
他に質問はございますか。 
 
   （なしの声） 
 
これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第１号に

ついては、申請のとおり許可することに賛成の委員の起立を求めます。 
 
   （起立全員） 

 
起立全員であります。よって、議案第１号については、申請のとおり許

可することに決定いたしました。 
 
次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可処分の取消し

について」を議題といたします。事務局をして議案第２号の説明をさせま

す。 
 
議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可処分の取消しにつ

いて、次のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 
 



 
 
議 長 
 
 
 
調査班 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
７番 
木村委員 
 
 
 
議 長 
 
事務局 
 
 
 
 
７番 
木村委員 
 
 
事務局 
 

（議案第２号 朗読し説明） 
 
事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第２号

について、調査班、お願いします。 
 
取消８番について報告します。 
本申請は、平成８年３月２７日に許可した分家住宅を目的とする農地

転用について、計画が変更となり既に申請人は、別の場所に自己用住宅を

建築しており、許可地に自己の住宅を建築することはなくなったため取

消しを申請するものです。なお、許可以前から現在まで継続して農地とし

て使用しております。転用行為はされておりません。 
調査に係る意見２については４条許可の取消しのため該当しません。

１及び３についても認められると思います。 
以上のようなことから、現地調査班の意見は「取消しは妥当」と思われ

ます。以上です。 
 
ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより議案第２号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 
農地転用は許可後何もしなくても、２０年たっても気づかれないもの

なのですか。許可を得ても一定期間たって建築されないと取消しになる

と聞いたことがあったので気になりました。本件では２０年近く気づか

れなかったですが、今後もこのような案件は出るのでしょうか。 
 
事務局、お願いします。 
 
ご指摘のとおり、現行法では、転用許可後、完了報告を提出いただき、

転用が完了したことを事務局で確認する制度になっております。平成８

年に許可を受け、完了報告されないまま今回の手続きとなったのが本件

でございます。 
 
これからも本件のような事態があった時は、本人が取消し申請をする

まで何もしなくて構わないのですか。今回は４条でしたが、５条であった

場合、転売等問題があるのではないでしょうか。 
 
現在は完了報告がされない場合、代理人を通じて状況の報告の確認を

行っています。しかし今回の例のように過去の許可に関して、確認から漏



 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
調査班 
 
 
 
 
 
 
 

れたことには何か経緯があるかと思います。 
５条の許可を受け、転用行為がされずに転売される恐れがあるという

ご指摘については、地目の変更なしに売買する場合は農業委員会の許可

を必要とし、地目変更、転用後の売買は市街化調整区域にありますので、

都市計画法上、建て替えをすることが難しいなど条件があまり良くない

宅地と言えます。また、売買の際に相手側にその旨を伝えなければならな

い法律となっているので、あまり買われる土地ではないと思われます。 
 
他にご質問はございますか。これをもって質疑を終結いたします。お諮

りいたします。議案第２号については願いのとおり許可することに賛成

の委員の起立を求めます。 
 
   （起立全員） 
 
起立全員であります。よって、議案第２号については、願いのとおり取

消しすることに決定いたしました。 
 
次に、議案第 3 号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局をして議案第３号の説明をさせます。 
 
議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 
 
（議案第３号 朗読し説明） 
 
事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第３号

について、調査班、お願いします。 
 
５条４９８番について報告いたします。 
本申請は、一般住宅を建築するため転用したいという案件です。 
まず、申請に係る事項ですが、申請地は、農業振興地域整備計画におい

ては「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「市街化調整区域」

に該当します。周辺の状況は、申請地は「畑」、東は「畑」、西は「市道幅

員６ｍ」、南は「宅地」、北は「宅地」です。排水計画は、「合併浄化槽で

処理後、市道側溝へ放流し、雨水は敷地内浸透」です。 
次に、農地転用許可基準に基づく検討状況ですが、農地の区分は第１種



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農地に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。 
立地基準は、転用目的が一般住宅であり不許可の例外事由である農地

法施行規則第３３条第４号の集落接続に該当すると思われます。一般基

準は２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっており、許

可の基準は満たしているものと判断いたしました。 
以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 
５条４９９番について報告します。 
本申請は、一般住宅を建築するため転用したいという案件です。 
まず、申請に係る事項ですが、申請地は、農業振興地域整備計画におい

ては「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「市街化調整区域」

に該当します。周辺の状況は、申請地は「畑」、東は「宅地」、西は「宅地」、

南は「畑」、北は「市道幅員８ｍ」です。排水計画は、「合併浄化槽で処理

後、市道側溝へ放流、雨水は敷地内浸透」です。 
次に、農地転用許可基準に基づく検討状況ですが、農地の区分は第１種

農地に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。 
立地基準は、転用目的が「一般住宅」であり、許可の例外事由である農

地法施行規則第３３条第４号の集落接続に該当すると思われます。 
一般基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっ

ており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 
以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 
次に、５条５００番について報告します。本申請は、太陽光発電設備を

設置するため転用したいという案件です。 
まず、申請に係る事項ですが、申請地は農業振興地域整備計画において

は「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「市街化調整区域」に

該当します。周辺の状況は、申請地は「畑」、東は「山林、畑」、西は「畑」、

南は「市道幅員５ｍ」、北は「畑」です。排水計画は「雨水のみで敷地内

浸透」です。次に農地転用許可基準に基づく検討状況ですが、農地の区分

は「第２種農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地するこ

とができる場合は不許可」です。 
立地基準は、農林水産省農村振興局長通知の「第２種農地又は第３種農

地において再生可能エネルギー発電設備を設置する場合には、当該設備

の設置主体によらず農地法の規定による農地転用許可を受けて設置可

能」という取扱いに従い、農地法第５条第２項第２号「周辺の他の土地に

立地することができない、代替地が無い場合」に該当すると思われます。 
一般基準は２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっ

ており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上のようなことから、現地調査班の意見は許可相当と思われます。 
続きまして５条５０１番について報告いたします。本申請は、営農型太

陽光発電設備を設置するため、営農している農地の一部に支柱等を建て

るため一時転用したいという案件です。 
まず、申請に係る事項ですが、申請地は農業振興地域整備計画において

は「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「市街化調整区域」に

該当します。 
周辺の状況は、申請地は「田、畑」、東は「田」、西は「市道幅員９ｍ」、

南は「宅地、市道幅員９ｍ」、北は「水路」です。排水計画は「雨水のみ

で敷地内浸透」です。 
次に「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第

１種農地」に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。 
立地基準は、転用目的が「営農型太陽光発電設備」であり、農地法施行

令第１１条第１項第１号イの「一時的な利用で目的達成上必要であると

認められるもの」に該当すると思われます。 
一般基準は２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっ

ており、許可の基準は満たしているものと判断いたします。 
以上のようなことから現地調査班の意見は許可相当と思われます。 
５条５０２番について報告します。 
本申請は、一般住宅を建築するために転用したいという案件です。 
まず申請に係る事項ですが、申請地は農業振興地域整備計画において

は「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「区域外」に該当しま

す。 
周辺の条件は、申請地は「畑」、東は「認定外道路幅員２ｍ」、西は「雑

種地」、南は「認定外道路幅員２ｍ」、北は「田」です。排水計画は、「合

併浄化槽で処理後、浸透層へ接続、雨水は敷地内浸透」です。 
次に「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、申請地は「第１種

農地」に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。 
立地基準は、転用目的が「一般住宅」であり、不許可の例外事由である

農地法施行規則第３３条第４号の集落接続に該当すると思われます。 
一般基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっ

ており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 
以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 
次に５条５０３番について報告します。 
本申請は、申請地をコンビニエンスストアとして使用するため転用し

たいという案件です。 
まず、申請に係る事項ですが、申請地は農業振興地域整備計画において
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は「農用地外」に該当し、都市計画区域においては「市街化調整区域」に

該当します。 
周辺の状況は、申請地は「畑」、東は「宅地、市道幅員９ｍ」、西は「宅

地」、南は「国道幅員３０ｍ」、北は「畑」です。排水計画は、「公共下水

道へ接続、雨水は浸透層へ接続」です。 
次に「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第

２種農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することがで

きる場合は不許可」です。立地基準は農地法第５条第２項第２号「周辺の

他の土地に立地することができない、代替地が無い場合」に該当すると思

われます。 
一般基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなっ

ており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 
以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 
 
以上で調査班による報告が終わりました。これより、議案第３号につい

て質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 
    （なしの声） 
 
質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第３号については、変更

後の転用に係る面積が３０ａ以下の案件でありますので、栃木県農業会

議常設審議委員会からの意見聴取は行わず、申請のとおり許可すること

に賛成の委員の起立を求めます。 
 

（起立全員） 
 
起立全員であります。よって、議案第３号の案件については、栃木県農

業会議常設審議委員会からの意見聴取は行わず、他法令との調整のうえ、

申請のとおり許可することに決定をいたしました。 
 
次に、議案第４号「非農地証明願について」を議題といたします。事務

局をして議案第４号の説明をさせます。 
議案第４号 非農地証明願について、次のとおり証明願いがありまし

たので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 
 
（議案第４号 朗読し説明） 
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事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第４号

について、調査班、お願いいたします。 
 
非農地３３９番について報告いたします。 

願出地の状況は、宅地として利用されております。願出地の周辺には農

地がないため、近隣の営農への支障はないと思われます。願出地は農用地

以外であり、２０年以上前から非農地であることを証明する資料として、

平成６年撮影の空中写真撮影記録証明書が添付されています。 

また、願出地は人為的に転用行為が行われており、農地への復元は困難

であると思われます。 

以上のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われま

す。 

次に、非農地３４０番について報告いたします。 

願出地の状況は、宅地として利用されております。願出地の西と南の一

部は畑ですが、営農への支障はないと思われます。願出地は農用地以外で

あり、２０年以上前から非農地であることを証明する資料として、平成６

年撮影の空中写真撮影記録証明書が添付されています。 

また、願出地は人為的に転用行為が行われており、農地への復元は困難

であると思われます。 

以上のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われま

す。 

非農地３４１番について報告いたします。 

願出地の状況は、雑種地として利用されております。願出地の周辺には

農地が無いため、近隣の営農への支障はないと思われます。願出地は農用

地以外であり、２０年以上前から非農地であることを証明する資料とし

て、平成５年撮影の空中写真撮影記録証明書が添付されています。 

また、願出地は人為的に転用行為が行われており、農地への復元は困難

であると思われます。 

以上のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われま

す。以上です。 

非農地３４２番について報告いたします。 

願出地の状況は、宅地として利用されております。願出地の南は畑です

が、営農への支障はないと思われます。願出地は農用地以外であり、２０

年以上前から非農地であることを証明する資料として、平成６年撮影の

空中写真撮影記録証明書が添付されています。 

また、願出地は人為的に転用行為が行われており、農地への復元は困難

であると思われます。 
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以上のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われま

す。 

非農地３４３番について報告いたします。 

願出地の状況は駐車場として利用されております。願出地の西は田で

すが、営農に支障はないと思われます。願出地は農用地以外であり、２０

年以上前から非農地であったことを証明する資料として、平成６年撮影

の空中写真撮影記録証明書が添付されています。また、願出地は人為的に

転用行為が行われており、農地への復元は困難であると思われます。以上

のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われます。 

非農地３４４番について報告いたします。 

願出地の状況は、宅地として利用されております。願出地の周辺には農

地がないため、近隣の営農への支障はないと思われます。願出地は農用地

以外であり、２０年以上前から非農地であることを証明する資料として、

平成５年撮影の空中写真撮影記録証明書が添付されています。 

また、願出地は人為的に転用行為が行われており、農地への復元は困難

であると思われます。 

以上のことから、調査班の意見は、非農地証明は妥当であると思われま

す。 
 
以上で調査班による報告が終わりました。これより議案第４号につい

て質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 

（なしの声） 
 
質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第４号について、願いの

とおり証明することに賛成の委員の起立を求めます。 
 
   （起立全員） 
 
起立全員であります。よって、議案第４号は、願いのとおり証明するこ

とに決定いたしました。 
 
議案第５号「佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について」を議題

といたします。事務局をして議案第５号の説明をさせます。 
 
議案第５号 佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について、この

ことについて佐野市長から協議がありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長 
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（議案第５号 朗読し説明） 
 
事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班による現

地調査が行われておりますので調査結果の報告に入ります。 
議案第５号について、調査班、お願いします。 

 
軽微な変更１９番について報告します。 
本申出は、耕作地の近くに農業用倉庫を建築するために、農業用施設用

地へ用途区分の変更を申出するものです。申出に係る事項ですが、申出地

は現在「田」として利用されています。周囲の状況は、東は「認定外道路

幅員３ｍ」、西は「水路」、南は「田」、北は「水路」です。排水計画は「雨

水のみで敷地内浸透」です。 
次に農地転用許可基準に基づく検討状況ですが、農地の区分は「農用

地」に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。ただし、「農用地の例

外許可事由に該当する場合は許可することができる」に該当します。立地

基準は、転用目的が農業用倉庫ですので、農用地の不許可の例外事由の一

つである農地法第４条第６項の農用地区域内農地を農振法第８条第４項

に規定する農用地利用計画において指定された用途に供する場合に該当

すると思われます。一般基準は２番から１１番を検討した結果、記載のと

おりとなっており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。

以上のようなことから現地調査班の意見は転用許可の見込みはありと思

われます。 
次に軽微な変更２０番について報告いたします。本申出は農産物直売

所の建て替えをするため、農業用施設用地への用途区分の変更を申出る

ものです。申し出に係る事項ですが、申請地は現在「畑」として利用され

ています。周囲の状況は、東は「宅地」、西は「畑」、南は「市道幅員２０

メートル」、北は「宅地」です。排水計画は「合併浄化槽で処理後、市道

側溝に放流、雨水は敷地内浸透」です。 
次に農地転用許可基準に基づく検討状況ですが、農地の区分は農用地

に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。ただし、「農用地の例外許

可事由に該当する場合は許可することができる」に該当します。立地基準

は転用目的が農産物直売所ですので、農用地の不許可の例外事由の一つ

である農地法第４条第６項の、農用地区域内農地を農振法第８条第４項

に規定する農用地利用計画において指定された用途に供する場合に該当

すると思われます。一般基準は２番から１１番を検討した結果、記載のと

おりとなっており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。

以上のようなことから現地調査班の意見は転用許可の見込みはありと思

われます。以上です。 
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ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 

（なしの声） 
 
質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第５号「佐野農業振興地

域整備計画の軽微な変更について」は、農用地域内の用途区分が変更され

た場合の問題の有無をなしとすることに賛成の委員の起立を求めます。 
 
   （起立全員） 
 
起立全員であります。よって議案第５号「佐野農業振興地域整備計画の

軽微な変更について」は、農用地区域内の用途区分が変更になった場合の

問題の有無をなしとすることに決定いたしました。 
 
次に、議案第６号「佐野市農用地利用集積計画の決定について」を議題

といたします。事務局をして議案第６号の説明をさせます。 
 
議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定について、農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定により、佐野市長から決定の依頼が

ありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日提出 佐野市農業委員会会長。 
 
（議案第６号 朗読し説明） 

 
事務局の説明が終わりました。ここで、質疑に入る前に、議事参与の制

限についてご案内します。議案第６号 １．利用権設定関係の２９番につ

いて、議席番号７番 木村弘一委員が、議事参与の制限に該当します。議

案を分割して審議させていただきます。ご了承をお願いいたします。 
 
議案第６号 １．利用権設定関係の２９番について審議いたします。木

村弘一委員の退室をお願いいたします。 
 

（木村弘一委員 退室 １４：１９） 
 
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 

（なしの声） 
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質疑なしと認めます。議案第６号 １．利用権設定関係の２９番につい

ては、計画のとおり承認することに賛成の委員の起立を求めます。 
 

（起立全員） 
 
起立全員であります。よって、議案第６号 １．利用権設定関係の２９

番については、計画のとおり承認することに決定いたしました。木村弘一

委員の入室をお願いします。 
 

（木村弘一委員 入室  １４：２０） 
 
次に、議案第６号 １．利用権設定関係の２９番以外の案件について審

議します。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
 
   （なしの声） 
 
質疑なしと認めます。議案第６号 １．利用権設定関係の２９番以外の

案件については、計画のとおり承認することに賛成の委員の起立を求め

ます。 
 

（起立全員） 
 
起立全員であります。よって、議案第６号 １．利用権設定関係の２９

番以外の案件は、計画のとおり承認することに決定いたしました。 
ここで暫時休憩といたします。 
 
   （暫時休憩１４：２２から１４：２３まで） 
 
休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 
次に追加いたしました、議案第７号「農地法第３条の規定による許可申

請ついて」を議題といたします。事務局をして議案第７号の説明をさせま

す。 
 
農地法第３条第１項の規定による許可申請について、次のとおり許可

申請がありましたので、意見を求めます。 
平成２９年４月２６日 佐野市農業委員会会長。 

 
 （議案第７号 朗読し説明） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続きまして現地調査の結果を報告いたします。お手元の現地調査・検討

結果報告書をご覧ください。 
本件につきましては、営農型太陽光発電設備を設置するため区分地上

権を設定するものでございます。契約内容は区分地上権の設定３年 区

分地上権等の設定等の許可基準は議案第１号３条４５５番と同様となり

ますが、中ほどに記載されています、区分地上権等の設定等の許可基準に

ある２つの項目を満たす必要がございます。１．その権利の設定又は移転

に係る農地等及びその周辺の農地等に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れがないこと。こちらは事務局で現地を確認しまして、特に問題はござい

ませんでした。次に、２．その権利の設定又は移転に係る農地等をその権

利の設定又は移転に係る目的に供する行為の妨げとなる権利を有する者

の同意を得ていること。これは申請地の耕作者の同意を得る必要がある

ということですが、耕作者の同意を得ております。以上２項目につきまし

て許可基準を満たしていることから許可相当と思われます。す。議案の説

明は以上でございます。 
 
事務局の説明が終わりました。これより議案第７号について質疑に入

ります。質疑はありませんか。 
 

（なしの声） 
 
質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第７号について、申請の

とおり許可することに賛成の委員の起立を求めます。 
 

（起立全員） 
起立全員であります。よって、議案第７号「農地法第３条の規定による

許可申請について」については申請のとおり許可することに決定いたし

ました。 
 
 以上をもちまして、本総会に提出されました全議案の審議を終了いた

しました。平成２９年第４回佐野市農業委員会総会を閉会いたします。慎

重審議、ご協力ありがとうございました。 
１４時５７分閉会 

 


